
①提出議案

○条例の一部改正 5 件
○令和７年度補正予算

（一般会計１件、特別会計４件、公営企業会計１件） 6 件

計 11 件

令和７年第５回相馬市議会１２月定例会追加提出案件について
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NO. 提         出         案　　　　件 摘　要

1 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 議案第89号

2
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

議案第90号

3
議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

議案第91号

4 相馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 議案第92号

5
相馬市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
について

議案第93号

6 令和７年度相馬市一般会計補正予算（第６号） 議案第94号

7 令和７年度相馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 議案第95号

8 令和７年度相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 議案第96号

9 令和７年度相馬市介護保険特別会計補正予算（第３号） 議案第97号

10 令和７年度相馬市光陽地区造成事業特別会計補正予算（第２号） 議案第98号

11 令和７年度相馬市下水道事業会計補正予算（第３号） 議案第99号

令和７年第５回相馬市議会１２月定例会追加提出案件について

提出議案
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令和７年第５回相馬市議会１２月定例会（追加）提出案件について 

 

①  提出議案 

１ 議案第 89 号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

について【総務部】 

   福島県人事委員会勧告における職員の期末手当等の引き上げに準じて、

市長及び副市長の期末手当を本年１２月１日に遡及して０．０５月分引き上

げるため、所要の改正を行うもので、公布の日等から施行するものです。 

 

２ 議案第 90 号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例の

一部を改正する条例について【総務部】 

   福島県人事委員会勧告における職員の期末手当等の引き上げに準じて、

教育長の期末手当を本年１２月１日に遡及して０．０５月分引き上げるため、

所要の改正を行うもので、公布の日等から施行するものです。 

 

３ 議案第 91 号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について【総務部】 

   福島県人事委員会勧告における職員の期末手当等の引き上げに準じて、

議会議員の期末手当を本年１２月１日に遡及して０．０５月分引き上げるた

め、所要の改正を行うもので、公布の日等から施行するものです。 

 

４ 議案第 92 号 相馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて【総務部】 

福島県人事委員会勧告に準じて、一般職職員の給料月額を本年４月１日

に遡及して引き上げるとともに、期末・勤勉手当を本年１２月１日に遡及し

て合計０．０５月分引き上げるため、所要の改正を行うもので、公布の日等

から施行するものです。 

 

５ 議案第 93 号 相馬市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例について【総務部】 

人事院勧告に準じて、特定任期付職員の給料月額を引き上げるとともに、

期末・勤勉手当を０．０５月分引き上げるため、所要の改正を行うもので、

公布の日等から施行するものです。 

 

６ 議案第 94 号 令和７年度相馬市一般会計補正予算（第６号）【総務部】 

今回の補正は、福島県人事委員会勧告に準じた人件費の変更に伴い、

81,797千円を増額し、補正後の予算総額を19,423,254千円とするものです。 
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７ 議案第 95 号 令和７年度相馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

【民生部】 

今回の補正は、福島県人事委員会勧告に準じた人件費の変更に伴い、

2,085 千円を増額し、補正後の予算総額を 3,726,410 千円とするものです。 

 

８ 議案第 96 号 令和７年度相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

【民生部】 

今回の補正は、福島県人事委員会勧告に準じた人件費の変更に伴い、465

千円を増額し、補正後の予算総額を 526,666 千円とするものです。 

 

９ 議案第 97 号 令和７年度相馬市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

【保健福祉部】 

今回の補正は、福島県人事委員会勧告に準じた人件費の変更に伴い、

2,133 千円を増額し、補正後の予算総額を 4,256,206 千円とするものです。 

 

10 議案第 98 号 令和７年度相馬市光陽地区造成事業特別会計補正予算 

（第２号）【民生部】 

今回の補正は、福島県人事委員会勧告に準じた人件費の変更に伴うもの

で、予算総額に変更のない補正をするものです。 

 

11 議案第 99 号 令和７年度相馬市下水道事業会計補正予算（第３号） 

【建設部】 

今回の補正は、福島県人事委員会勧告に準じた人件費の変更に伴うもの

で、うち収益的収支は、収入、支出それぞれ 809 千円を増額し、補正後の収

益的収入予算総額を 1,280,938 千円、収益的支出予算総額を 1,274,473 千

円とするものです。 

同様に、資本的収支は、収入、支出それぞれ 435 千円を増額し、補正後の

資本的収入予算総額を 339,645 千円、資本的支出予算総額を 702,628 千円と

するものです。 

なお、支出に対し不足する収入額は、損益勘定留保資金等で補てんします。 
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